
新　法 旧　法 期間経過 死亡 故障

271.00 ㎡ ○ ●

158.00 ㎡ ○ ●

310.00 ㎡ ○ ●

234.00 ㎡ ○ ●

計 973.00 ㎡

608.00 ㎡ ○ ●

計 608.00 ㎡

425.00 ㎡ ○ ●

28.00 ㎡ ○ ●

192.00 ㎡ ○ ●

計 645.00 ㎡

164.00 ㎡ ○ ●

242.00 ㎡ ○ ●

307.00 ㎡ ○ ●

372.00 ㎡ ○ ●

計 1,085.00 ㎡

218.00 ㎡ ○ ●

271.00 ㎡ ○ ●

計 489.00 ㎡

529.00 ㎡ ○ ●

計 529.00 ㎡

636.00 ㎡ ○ ●

916.00 ㎡ ○ ●

計 1,552.00 ㎡

823.00 ㎡ ○ ●

計 823.00 ㎡

28.00 ㎡ ○ ●

593.00 ㎡ ○ ●

計 621.00 ㎡

403.00 ㎡ ○ ●

112.00 ㎡ ○ ●

計 515.00 ㎡

132.00 ㎡ ○ ●

計 132.00 ㎡

34.00 ㎡ ○ ●

計 34.00 ㎡

640.00 ㎡ ○ ●

計 640.00 ㎡

131.00 ㎡ ○ ●

師岡町４丁目地内 369.00 ㎡ ○ ●

計 500.00 ㎡

463.00 ㎡ ○ ●

325.00 ㎡ ○ ●

2.32 ㎡ ○ ●

計 790.32 ㎡

1,225.00 ㎡ ○ ●

計 1,225.00 ㎡

484.00 ㎡ ○ ●

計 484.00 ㎡

988.00 ㎡ ○ ●

計 988.00 ㎡

628.00 ㎡ ○ ●

657.00 ㎡ ○ ●

計 1,285.00 ㎡

№474

№590

1/12

梅郷１丁目地内

沢井１丁目地内

2/12 木野下２丁目地内

公共施設
転    用

その他

大門１丁目地内

生産緑地
地区番号

計画図
番  号

位　　置

№34

買　取　申　出
地　　積

生産緑地法
指定種別

4/12 今井１丁目地内

3/12

3/12 大門１丁目地内

4/12 今井１丁目地内

10/12 野上町４丁目地内

№395

11/12 今寺４丁目地内

№124

№203

№237

№426

№140

№141

№256

№204

№260

5/12 今井２丁目地内

6/12 柚木町１丁目地内

6/12 柚木町１丁目地内

№306 7/12 二俣尾１丁目地内

梅郷４丁目地内№322 8/12

9/12

№326 7/12 梅郷５丁目地内

9/12№403 師岡町２丁目地内

№430

10/12 野上町３丁目地内

8/12

資料１－２生産緑地地区の削除一覧表

差 替 え
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新　法 旧　法 期間経過 死亡 故障

公共施設
転    用

その他
生産緑地
地区番号

計画図
番  号

位　　置
買　取　申　出

地　　積

生産緑地法
指定種別

525.00 ㎡ ○ ●

計 525.00 ㎡

44.00 ㎡ ○ ●

計 44.00 ㎡

97.00 ㎡ ○ ●

計 97.00 ㎡

362.00 ㎡ ○ ●

689.00 ㎡ ○ ●

計 1,051.00 ㎡

67.00 ㎡ ○ ●

416.00 ㎡ ○ ●

59.00 ㎡ ○ ●

計 542.00 ㎡

23地区 21地区 2地区 2地区 17地区 2地区 2地区

（23件） （20件） （3件） （3件） （16件） （2件） （2件）

№596

―

8/12 梅郷１丁目地内

梅郷１丁目地内№591 8/12

№655 12/12 駒木町１丁目地内

公共施設転用　… 　生産緑地法第８条第４項に規定される公共施設等の設置または管理に係る行為で、生
産緑地を解除するもの。

№659 12/12 駒木町１丁目地内

2/10 駒木町２丁目地内№663

合計 ―

そ　 の 　他　… 　生産緑地地区は、生産緑地法第３条第１項第２号の規定により、５００平方メートル
以上の規模の区域を条件としている。地区の一部が買取り申出等により生産緑地から解
除され、残る生産緑地が指定条件を欠くことにより生産緑地として継続できなくなった
もの。

（面積要件欠如）

＜　参 考　＞

期 間 経 過　… 　生産緑地法（旧法：昭和４９年６月１日法律第６８号）附則第２条（生産緑地に関す
る経過措置）により、第１種生産緑地地区の適用を受けたものは、指定後1０年で期間満
了となる。それ以降いつでも買取り申出をすることが可能であることから、買取り申出
が行なわれたもの。
　なお、生産緑地法の一部を改定する法律（現法：平成３年４月２６日法律第３９号）
の規定では、指定後３０年で期間満了となる。

死 亡・故 障　… 　生産緑地法により指定を受けた生産緑地は、同法第１０条による当該生産緑地に係る
農林漁業の主たる従事者の死亡もしくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障
に至ったため、買取り申出が行われたもの。
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